
【背景】
老朽化した県営住宅の基本的な性能の確保や

バリアフリー化のために、住戸改善工事を進め
ています。

県営住宅の住戸改善工事を
実施しています！
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※この事業に関するお問い合わせ先
会津若松建設事務所 建築住宅課 TEL）0242-29-5463

【事業概要】
県営居合団地（1号棟～５号棟：計180戸）においては、

平成24年度より住戸改善工事を実施。
主な工事内容としては、浴室の改修、給湯設備の設置、手摺の設置など。
平成27年度工事までに、合計75戸の住戸について改善が完了。
（1号棟22戸、2号棟17戸、3号棟12戸、4号棟19戸、5号棟5戸）
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【平成28年度工事】
4号棟７戸、5号棟19戸の計26戸を対象として工事施工中。
26戸中、９戸の住戸について工事が完了しました。（平成29年1月末時点）
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施工前 施工後施工写真の
抜粋です。

綺麗に
なったね！

※この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発
行の５万分の１地形図を複製したものである。
（承認番号 平２７東複、第４８号）


